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５． 議会経過 

 

開  会 

 

環境整備計画室長 

それでは定刻となりましたので、ただいまから、交通政策審議会港湾分科会

第４回環境部会を開催させて頂きます。 

委員の皆様方には、大変お忙しい中をご出席いただき、誠にありがとうござ

います。 

本日は８名の委員にご出席を頂いておりまして、交通政策審議会第８条によ

り定足数に達してございます。 

なお本日ご出席予定の細田先生は、地下鉄の事故の関係で若干おくれられる

ということでございます。そのほかの先生方はご欠席というご連絡をいただい

ております。 

それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせて頂きたいと思

います。 

資料としましては、議事次第、委員名簿（資料－１）、配席図、そのほか、

「関係者ヒアリング」の資料としまして、資料－２「ラムサール条約事務局ヒ

アリング資料」、資料－３「川崎市ヒアリング資料」、資料－４「日本郵船株

式会社ヒアリング資料」、お配りしております。もし足らないものがございま

したら、お申し出頂きたいと思います。宜しいでしょうか。 

それでは、議事に入りたいと思いますので、以下の進行を黒田部会長、宜し

くお願い致します。 

 

① 関係者ヒアリング 

 

部会長 

 皆さん、おはようございます。早朝からお集まりいただきましてありがとう

ございます。今日はあらかじめご通知申し上げておりますが、お三方の関係者

からご説明をいただいて、今まで我々議論してまいりました部会の中身につき
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まして、再度違う観点からご精査いただいて、ご討議いただきたいと考えてご

ざいます。 

 まず最初ラムサール条約事務局の事務局長のDr.Peter Bridgewaterさんから

プレゼンテーションいただきまして、あと皆様にご意見を賜りたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 それでは Dr.Peter Bridgewater さん、よろしくお願いいたします。 

 

ラムサール条約事務局長 

－ラムサール条約事務局 事務局長 Dr.Peter Bridgewater 氏から配布資料

（資料－２ラムサール事務局ヒアリング資料）を基に説明がなされた。－ 

 

部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの Bridgewater さんからのご報告の内容に関しまして、

ご質問がございましたらお願いいたしたいと思いますが、日本語で挙手により

ご質問をお願いいたします。 

 

委員 

 どうも貴重な話をありがとうございました。 

 ロンドンの事例でちょっとお尋ねしたいんですが、私もあそこに行ったこと

があります。そこで聞いたことは、教育的価値はもちろんのこと、周りのコン

ドミニアムがすごく値上がりしたと。ロンドンから近くていい場所に目の前に

きれいな自然ができたものですから、大変価値が上がったと聞いております。

こういうものができると新しい価値を生み出すということは、例えば日本で言

いますと、東京湾なども十分考えられることではないかと思います。 

 それが１点で、それについてどうかということと、ただそういうことがなか

なか理解されないということも結構あるんですね。ですから、こういう事例を

どのように市民に対してアピールしていくか。そこで何か事例のようなものが

ございましたら教えていただきたい。その２点でございます。 
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ラムサール事務局長 

 ご質問ありがとうございます。今おっしゃったことは、本当にそのとおりだ

と思っております。 

 先ほどのスライドでお示しいたしました例でありますけれども、そこでは新

たな建設の開発が行われているところが写っていたと思います。このマンショ

ンですけれども、ロンドンでさえも、ここでも非常に物件の価格が高かったに

もかかわらず、あっという間に売れてしまったという状況であります。 

 ですから、このような住宅地を開発するということで、そこから資金的な手

だてが出て、このような地域の復元再生が図れるということが重要であります。

ですから、ここは２つの要素が組み合わさってうまくいっているわけですから、

そのような組み合わせが非常に重要だということであります。 

 しばしば人々は環境に対する資金というのは、ただ単に政府の責任であると

考える傾向があるわけではありますけれども、そうではありません。この責任

というのは、全地域社会が地方公共団体であろうと、あるいは政府であろうと、

あるいは多国籍企業であろうと、そういったところ全体の責任だということで

ありますので、パートナーシップ、その連携というものを進めていく必要があ

ると私は考えております。 

 このような例はほかにもございまして、アメリカの例をお話ししたいと思い

ますが、ここでは多国籍企業が資金を提供いたしまして、この沿岸部の湿地帯

の維持を図ったということです。その際には他の団体あるいは政府も関与して

いたわけです。これは大変よい例だと思っております。ですから、我々はこの

ような活動を奨励していかなければならないと思っております。 

 私どもが飲む水のメーカーでダノンという会社がございますけれども、この

ダノンという会社はラムサール条約を非常に強力に資金的にサポートをしてく

れております。ですから、地域社会に対するアウトリーチ、即ちコミュニケー

ション、啓蒙啓発活動というものは非常に重要だと考えておりまして、その際

には、その地域社会やコミュニティーがお互いに関与し合い、協力し合うとい

うことが必要であって、対立という軸で見ることは好ましくないと考えており

ます。ですから、もっとこのような連携関係のほうに方向を定めていかなけれ

ばならないと考えています。 
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部会長 

 それでは他にありますでしょうか。 

 

委員 

 大変貴重な話をどうもありがとうございました。 

 私は１９９９年の第７回の締結国会議でラムサール湿地を約２倍の数に増や

すということで合意をし、そして日本の関係者もその方向で来年の２００５年

の第９回の会議に向けて努力をしていますけれども、中には、例えばラムサー

ル湿地になると、漁業活動が制限されるのではないかというような心配をして

反対する人たちもいます。 

 そこで、このラムサール条約の会議で湿地の管理の仕方というのも、１９７

１年の段階と現在では少しずつ変わってきているように思われます。そこで将

来、２００５年、来年の会議の後の見通しについてお伺いしたいと思いますが、

今後ラムサール湿地をどのような方向で具体的な取り組みを進めていくのか、

管理を進めていくのかということをお考えかということと、それから登録湿地

の数についても、２００５年の後どのように増やしていくというようなお考え

があるのか、あるいは最終的なゴールはどこに置いておられるのか、そこにつ

いてお聞かせいただけたらと思います。 

 

ラムサール事務局長 

 今お聞きになりました問題は大変複雑な問題であり、またそれほど複雑でな

い問題でもあるわけであります。おっしゃるように、１９９９年にはその登録

湿地のターゲットの数字などが提案されました。これは皆さんの熱意でこうい

うふうになったわけでありますけれども、ただ単に数字だけを追って、その文

脈を十分理解していないと、それはあまり賢いことではありませんし、また成

熟した考え方でもないと私は考えております。 

 ラムサールの登録湿地を見ておりますと、その中には規模も非常に違うもの

が散見されます。例えば６００万ヘクタールのボツアナのアクアガンガデルタ

から０.１３ヘクタールのインド洋にありますクリスマス島のマングローブに
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至るまで、規模は様々であります。ですから、ただ単に登録地の数を増やして

選んでいくということではだめだと思います。その目的が一体何なのかという

ことをしっかりと考えなければならないと思います。 

 ９９年の話し合いの後、考え方というのがだんだん成熟したアプローチにな

ってきているのではないかと思っております。ですから、ただ単に登録湿地を

増やすということ以上に、その場所の保全ということもしっかりと考えなけれ

ばいけないということでありまして、その中でワイズユーズというものを実際

に実行に移していこうということが出てきたわけであります。そして、その中

には賢明な漁業というものも含まれてくるわけです。そして、漁業をしっかり

と推進させていくと同時に、また漁業もしっかりとモニターしようではないか

というアプローチになってきているわけであります。 

 カンパラの会議以降は、数を増やすだけのために増やすということではなく

て、むしろもう少しクォリティー、質のほうにフォーカスを移そうというシフ

トが見られているわけです。ですから、この条約のもとでのワイズユーズと保

全というものを、もう少し効果的にやっていこうではないかという考えに変わ

ってきています。 

 

部会長 

 それでは、最後にどなたかご質問ありますでしょうか。 

 

委員  

日本では先ほどのお話の水深６メートルよりもっと深い海を埋め立てて、例

えば港の施設とか、臨海型の工場とか、そのほかの都市施設をつくっています。

そういった埋め立てという事業と環境というものが共存できるものなのかどう

かお話いただけませんでしょうか。 

 

ラムサール条約事務局長 

 答えはイエスでありノーであります。もちろんそれは共存が可能であるとい

うことでありますけれども、その考え方のプロセスの中に非常にセンシティブ

なアプローチをとる必要があるということであります。ですから、ただ単に埋
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め立てをするという場合には、エンジニア的なアプローチ即ち工学的なアプロ

ーチだけでやるということではなくて、工学的なアプローチにさらにソフトな

環境的なアプローチを加えて修正していく必要があるのではないかと思いま

す。そして、その埋立地にその植生をもたらして、そしてこの埋立地の一部あ

るいはその周辺部に、バッファのようなものを設ける必要があるのではないか

と思います。これをうまく成功できる可能性はあると考えています。 

 我々は今後とも、今後１０年、２０年、５０年の間で起こってくる気候変動

というものを管理していかなければならないわけでありますけれども、その中

で我々はお互いを非難するのではなくて、お互いを理解し、そして正しい方向

に導いていく必要があると思います。ですから、グリーンな側面を持った埋立

てというものが必要になってくると思います。 

 

部会長 

 どうもありがとうございました。 

 まだまだご意見を承りたいと思いますが、あとお二方のプレゼンテーション

が残っておりますので、Bridgewater さんとのディスカッションはこれで終了

とさせていただきたいと思います。Bridgewater さん、改めまして大変貴重な

ご講演ありがとうございました。 

ラムサール条約事務局長 

 大変ありがとうございました。私もこれから別の会議に参加し、プレゼンテ

ーションをしなければなりません。ですから、日本の窓口あるいは我々の事務

局を通じまして、もし具体的なご質問であるとかフォローアップなどに関しま

して、ある場合にはぜひともコンタクトをとっていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 

部会長 

 それでは、引き続きまして川崎市の港湾局港湾整備部長の梅田様から港湾管

理者の立場から環境への取り組み課題につきましてご講演を賜りたいと思いま

す。お話しいただきます時間は２０分程度でお願いいたしたいと思います。そ

の後１０分程度の質疑応答の時間を設けたいと思います。 
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 それでは梅田様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川崎市 

－川崎市港湾局港湾整備部部長梅田氏から配布資料（資料－３川崎市ヒアリ

ング資料）を基に説明がなされた。－ 

 

部会長 

梅田部長、どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまのご説明に関連しまして、ご質問あるいはご意見がござ

いましたら挙手をお願いいたしたいと思います。 

 

委員 

 私、自動車リサイクル法の関係やっていますが、先ほど法施行後もこの放置

自動車の現状は変わらないだろうという言い方をされておりましたが、我々は

そういう形で法の設計をした覚えはなくて、十分それにも機能するような、野

積みも含め、不法投棄も含め、こういう状況を改善できるような形で自動車リ

サイクル法をつくり上げていかなくては意味ないことにもなりますし、そうい

う意味では、逆に法施行直前ぐらいのところ、今の１２月の時点とか、あるい

は本格的な施行が始まって、当面は車検で既販車についてはお金をとるという

状態が続くものですから、その過程の中ではあるいは少し増加するような事態

も起きるかもしれません。 

 ただ最終的な姿としましては、こういうものがなくなるような状況を考えて

いるわけで、実態としても私はそうなるだろうと思っていますので、ちょっと

その辺の情報は、これからの状況も見ていただくのと同時に、どういう形で制

度が組まれているかということもご理解いただいてほしいなと思っています。 

 それはそれとして、先ほど、１つは色々な財政的支援措置という言い方で国

のほうにお願いしていますとか、あるいはお願いしますというお話が出てきた

んですけれども、そういう意味ではそれ以外の手法といいますか、もうちょっ

と民を活用する、あるいは市民を巻き込んでいくというような手法を組み合わ

せながらやられているんだろうと思いますし、やることをお考えになっていら
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っしゃるし、実態としてもやっているのかもしれません。その辺のところの説

明を少ししていただいたほうがいいのかなと。いつもパターン化しちゃって、

財政的支援措置、経済的支援措置というばかりでは、聞いていてもまた同じこ

とになりそうだなと思っています。 

 もう１点は、公共岸壁の市民への開放率が１４.１％とかと言われていました

ね。これはちょっと詳しくわからないので、色々な港湾で比較してみると大き

い数字なんでしょうか、どうなんでしょうかという話と、あるいは目標として

はどのくらいのところをお考えになっていらっしゃるのかという話ですね。 

 ちょっとその前半の部分と後半の部分の２点、お話を伺いたいと思っていま

す。 

 

川崎市 

 リサイクル法につきましては認識不足のところがございまして、失礼いたし

ました。 

 それと不法投棄対策その他で国のほうに財政の支援をお願いするという点で

ございますが、当然、市といたしましても、先ほどご説明させていただきまし

たように、かなり東扇島地区には緑地を整備しておりまして、市民の方々も入

ってきております。したがいまして、市民の方々の協力も得るという手法も考

えておりますし、さらには先ほど説明させていただきましたように、民間企業、

利用者の協議会等も積極的に活用して、企業の方々もごみの収集あるいは不法

投棄自動車の処理、処分といったものにも積極的にかかわっていただいており

ます。 

 先ほど委員のほうからご指摘ございましたように、そういったことも含めま

して十分今後検討していきますが、何分にもこういった財政状況の中で、ごみ

対策にかかわる費用が非常に大きな額でございます。 

 ちなみにごみだけではなくて、公園の環境の整備等にかかっております費用

が、川崎市港湾局のほうで年間８,０００万円から９,０００万円かかっており

ます。環境整備負担金等のあれがありますので、実質もう少し低い額になると

思いますが、予算的には１億円に近いような額の費用が出ております。こうい

ったことからも、できれば国のほうの支援もお願いしたいという趣旨でござい
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ます。 

 それから率でございますが、１４.数％の率でございますが、これは川崎市の

公共岸壁のメートル数に対して、公共が水際線を開放しているという率でござ

います。この辺の目標ですけれども、特に何％という目標を掲げてはおりませ

んが、ちなみにお隣の横浜市さんの率とほぼ同じくらいと聞いております。 

 以上でございます。 

 

部会長 

 宜しいでしょうか。次の方お願いします。 

 

委員 

 緑地公園というのはもちろん災害時の防災拠点にも利用されるということだ

ったんですけれども、商業施設の立地に制限があるのでしょうか。何が言いた

いかといいますと、海岸の緑地公園は広くてよいと思いますが、そのような商

業施設だとか、そういうのも全部規制をしていくと、人が行かなくなって、か

えってごみ等の不法投棄をしやすくなるというように裏腹なところがあるよう

な気が致します。これは川崎市だけでできる問題ではないと思いますが、緑地

公園のもう少し弾力的な使い方ができたら、また違う様々な施策もできるので

はないかなと思います。そのような意見はワークショップの中でも出なかった

んでしょうか。 

 

川崎市 

 当然ワークショップの中で、今後の利用の仕方につきましてもかなり色々意

見が出されております。実はこの東緑地につきましては、１０年以上前にさか

のぼりますが、一時どういう形で公園をつくるかということを市民アンケート

等を求めながら計画を策定したことがあるんですが、その当時はかなり箱物の

要求が多くて、例えば体育館をつくってくれだとか、水族館をつくってくれと

いうようなお話があったんですが、今回のワークショップの中では、自然回帰

型という意見が多く、箱物の整備みたいな話は一切出てまいりませんでした。 

 極端な話を言いますと、臨海部にふさわしい、海が眺められて広々とした、
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一言で言うと原っぱが欲しいんだというご意見がたくさん出されておりまし

た。今後１５.６ヘクタールという非常に広い用地でございますので、市民の方

々を含めて、維持管理等を色々検討していかなければいけない。さらに防災拠

点としての網かけもされておりますので、そういったことも十分考慮にいれて、

今後検討していかなければいけないのかなと。 

 それから工作物の規制でございますが、今は具体的にこういうものがいけな

い、ああいうものがいけないという話は特に出てきておりませんが、当然ヘリ

ポートがあったりいたしますので、高い建物は難しいのかなと、あるいは樹木

等につきましても、ある程度の制限はされるのかなと考えております。 

 

部会長  

 関連しまして、私のほうから２点ばかりお尋ねしたいんですが、今の東扇島

の特に東緑地は、首都圏の基幹的広域防災拠点に指定されているということで、

特に内閣府の都市再生本部の都市再生プロジェクトで緊急整備ということで、

平成１９年度末までに直轄事業でおやりになるというご説明を伺ったんです

が、関西でもこういう話が出ていまして、首都圏の基幹的な広域防災拠点だっ

たら、関連する自治体から何らかの整備等に関する財政的負担を求める制度が

必要ではないかと私は思うんですが、それを川崎市さんだけで負担するという

のも納得できないなという面がありますが、この点はいかが考えていらっしゃ

るでしょうかというのが第１点目のご質問です。 

 ２番目は先ほど委員からも出ましたけれども、特に公園の利用についてかな

り制限がかかるとか、あるいは先ほどご説明がありましたように、ヘリポート

として利用されることから、木の高さ制限とか、日ごろの維持管理の責任等々

をどこがやればいいのか、通常の港湾緑地だったら管理者でいいと思いますが、

広域防災拠点としての維持管理の仕方というのが別途あるんじゃないかと思い

ますが、そのあたりは川崎市さんはどう考えていらっしゃるのか。同様にまた

維持管理のコストも、先ほど廃棄物のほうも入れて約１億円かかるとおっしゃ

っていましたけれども、そのあたりの負担のあり方はどうお考えになっている

のか、少しお聞かせいただきたいと思います。 
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川崎市 

 まず１点目でございますけれども、川崎市といたしましては、港湾環境整備

施設としての緑地の整備につきましては、以前から港湾計画にも位置づけてお

りますので、通常の直轄負担、直轄の裏負担につきましては理解をしておりま

す。しかしながら、基幹的広域防災拠点が東京湾内に整備されるということは、

関係都県市にとりましても有益であると考えます。特に防災機能に特化した施

設整備費といったものにつきましては、国、関係都県市が応分の負担をするこ

とが妥当ではないかなと考えております。 

 また基幹的広域防災拠点としての機能をあわせ持つような今回の直轄緑地の

整備というものにつきましては、できれば今まで以上に国の負担をお願いでき

たらなと考えております。 

 ２点目でございますが、この緑地の維持管理につきましては、基幹的広域防

災拠点の網かけもされているということもございまして、国とそのあり方につ

きまして検討、調整を行っております。災害時に基幹的広域防災拠点として機

能を発揮することが常に求められるわけでございますので、その維持管理につ

きましては、当然費用負担も含めまして、国の責任で行っていただけたらと考

えております。 

 しかしながら、現行の港湾法では国が直轄で整備いたしました港湾施設につ

きましては、港湾管理者に管理委託されるということが規定されておりますの

で、法改正を含めました新たな制度の創設をお願いできればと考えております。 

 

部会長 

 どうもありがとうございました。 

 他にご質問ありますでしょうか。 

 

委員 

４ページの企業が水際線を開放したという大変魅力的なお話をいただいたん

ですけれども、その進め方というんでしょうか。もちろん企業が施設転用する

中で整備を行っていったというご説明があったわけなんですけれども、川崎市

さんとしてのそれに向けての取り組みということを少し教えていただければと
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思って思います。 

 

川崎市 

 実はこの緑地につきましては、今回の環境整備緑地として指定していますの

は、企業が使っていた桟橋の上部を利用しております。この桟橋はかなり堅固

ものでございまして、昔は石灰を運んでいた桟橋なんですが、これを取り壊す

ということではなく、そこを有効利用して、水際線の少ない川崎港で市民開放

していただく。その隣に千鳥公園という公共の環境整備緑地がございますので、

これと一体利用させていただくというふうに考えております。 

 費用負担その他でございますが、今現在、企業との話し合いの中では、基本

的には企業のほうが１００％もっていただけると。そのかわり市としてはその

構造物の占有料を免除するという形で考えております。 

 

部会長 

よろしいでしょうか。あとはご質問ございませんでしょうか。 

 それでは、次の郵船さんのお話も残っておりますので、川崎市さんのほうの

議論はこれで一応終了とさせていただきたいと思います。梅田部長、どうもあ

りがとうございました。 

 

川崎市 

 どうもありがとうございました。 

 

部会長 

それでは、最後に日本郵船株式会社安全環境グループ環境マネジメントチー

ムのチーム長をしていらっしゃいます舟山様から、海運会社の立場から環境へ

の取り組み課題につきましてご説明、あるいはご意見を賜りたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。約２０分程度でお話を賜って、

その後１０分ほど議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
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日本郵船株式会社 

－日本郵船㈱安全環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ長舟山氏から配布資料（資料－

４日本郵船（株）ヒアリング資料）を基に説明がなされた。－ 

 

部会長 

どうもありがとうございました。ご質問等がある方は宜しくお願いします。 

 

委員 

今お取り組みの色々なお話を聞かせていただきましてありがとうございまし

た。非常に興味を持ちましたのは、ロスアンゼルス港の電源が陸上部における

設備があり、日本の港にはないということに関連して、２つお聞きしたいと思

います。１つ目は、どのような発電でロスアンゼルスの場合には電源をとって

いるのかということです。火力、水力、原子力、ソーラーと色々ありますが、

わざわざそのために設備をしているのかなというふうに、もし知っていらっし

ゃる範囲であれば。 

 もう一つは質問というよりも意見ですが、スーパー中枢港湾も国際競争力を

持たなくちゃいけないということですけれども、こういった係留中の電源みた

いなものは必須条件にこれからなってくるんだろうと思いますし、日本の港で

もこういった電源設備があると、海外の船舶を含めて、全然また御社も考え方

が変わってきますか。またいわゆる航路、ロジスティックの持っていき方なん

かも変わってくることなんでしょうか。 

 

日本郵船株式会社 

まず、どのようにして電源をということです。まだ電気をいただいていない

のでわからないんですけれども、わざわざこのためにではなくて、港に来てい

る普通の電源をあとはつなげるような、船に持っていけるような設備を備える

だけでできるということで、港に来ている普通に荷役なんかに使う電気、ある

いはかなり大きな色々な設備もございますので、基本的にはそういったところ

の供給のあれを船まで延ばそうということだけでございます。 

 ですからその先にあるあれは、アメリカの電力事情というのはちょっと私も
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よくわかりませんけれども、色々な会社があるのか、何かつぶれちゃった会社

とかあったり、色々あるんでしょうけれども、そういう意味で普通の電気を買

うと。その中に色々なオプションがあるかもしれませんけれども、基本的には

陸上で船のすぐ近くまで来ている電気をいただく。ただそれを幾らでいただけ

るのかということが課題だと思うんです。 

 

委員 

今実験船は１台持っていらっしゃるんですか。 

 

日本郵船株式会社 

１隻だけでございます。 

 

委員 

これから増やしていかれるんですか。 

日本郵船株式会社 

まだその辺が、例えばコスト的にどうなのかということを、これはあまりコ

ストということを声に出してみますと、それよりも環境だろうというのがある

かもしれませんけれども、それから船というのは、グローバルにと申し上げま

したけれども、先生のご質問について言えば、船というのは世界中を走ります

ので、例えば今、ロスアンゼルスだけがそういうことだということになります

と、あと東京といっても、そのほかの港を全部回るわけで、全部が全部それを

やれば効果があるかもしれませんけれども、ある港だけのためにというと非常

にあれですけれども、非常に効率が逆に悪いので、通し効率、それから実際に

そういう装置を積んでいるということでのあれもございますので、本当に全部

が全部そろえばいいんだけれども、あるところだけで対応しようと思うと、今、

声の大きいところに対応しちゃっているという感じで、そこが牽引になってど

んどん世の中が変わればというのがそれぞれのところのあれだとは思うんです

が、今そういう段階ですね。 

 それから先ほどアラスカの例を申しましたけれども、例えばそういうことが

今後ないというふうにしなきゃいけないんだと思うんですけれども、去年のよ
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うに電力が非常に首都圏で不足しているというときに、私どもの大きな船が入

ってきて、こういうのをつけていますからお約束の電気をくださいと言っても、

いやいや船に上げる電気はないですよと言われちゃってもまた困るなというこ

と、それからこれはどういうふうになるのかわかりませんけれども、一応先ほ

どの京都議定書のあれで、船の部分というのはちょっと別に考えましょうとい

うことで今やっているわけで、そうしたときに、例えば日本に着いたときにそ

ういった電力をもらった場合に、その分のＣＯ２の削減量というのは、日本の

電力会社から買ったということで日本につくのか、それともそこの部分は船で

すよとなるのか、その辺もどうなのかなという気がちょっと、これはマイナー

なお話ですけれども、個人的にはちょっと気になるところでございます。 

 

委員 

やっぱり日本の港であると、御社としては環境に対してとてもいいことだと

いうご認識になりますか。 

 

日本郵船株式会社 

環境負荷を少なくするという意味ではそのオプションは１つあると思うんで

すけれども、やはりそれは経済性があると思いますので、ですから、それがい

いということになれば、将来的にはみんなやりましょうということであれば、

先進的にやっているところについて、先ほどのようにインセンティブ――ロス

アンゼルスの場合には完全にそれがございます。一緒にそういうことをやって

くれるということで、それに対して相当の支援を我々はいただいておりますの

でできたわけですけれども、そういったまずは一歩進む人たちに対してのイン

センティブというのがあって、その上で、それが実用化できるということにな

ったときには、みんながやれるようなあれになっていませんと、飛び出た人だ

けではコストが間違いなくかかりますので、そこが今度はコスト競争力、いわ

ゆる企業が存続できるような状態にしていくために、みんなが横並びにやれる

ようなというか、コスト競争力が保てるような状態になればいいなと。 

 もう１つのオプションとしては、今ではきれいごととしては、あなたの会社

は環境に頑張っているねということで評価していただけるわけですけれども、
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それで荷物があれするかというと、なかなかまだそういう世の中ではないわけ

で、そういったことは社会としてそういった人たちにエンカレッジできるよう

な、こういうところには積んであげなさいよという社会の仕組みが、アメリカ

あたりなんかはそういうあれもトラックなんかではあるようですけれども、そ

ういうふうになってくるといいなという気はいたします。 

 

部会長 

ほかにご質問ございますでしょうか。特にございませんか。 

 

日本郵船株式会社 

あと社会環境報告書をご参考にお配りしておりますので、またごらん頂けれ

ばと思います。 

 

部会長 

ありがとうございます。 

 それでは、日本郵船さんからのプレゼンテーションと議論をこれで終了させ

ていただきたいと思います。舟山さん、どうもありがとうございました。 

  今日３件のプレゼンテーションをいただきまして、色々な議論が飛び交いま

したが、事務局におかれましては、本日のプレゼンテーションの内容と委員か

らの質疑等々も踏まえまして、次回の部会までにさらにまた基本的な方向の内

容を練り直していただいて、グレードアップをしていただいて、準備賜ります

ようお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、本日の議事に関連しましてはこれで終了しましたので、マイクを

事務局のほうにお返しいたします。 

 

③その他 

 

環境整備計画室長 

どうもありがとうございました。 

 次回第５回の環境部会につきましては、既にご連絡をさせていただいており
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ますけれども、来年１月３１日の１３時から１６時まで、この会議室で開催す

る予定でございます。 

 主な議事といたしましては、関係ヒアリングといたしまして、瀬戸内海に港

を持たれる広島県、港でのリサイクルを積極的に行っておられます太平洋セメ

ント、また自然体験活動をやられておりますオーシャンファミリー海洋自然体

験センターの方々のご意見と、それから事務局のほうから今後の港湾環境政策

の基本的な方向についてお示しさせていただきたいと存じております。 

 以上をもちまして本日の環境部会を閉会とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 

部会長 

どうもありがとうございました。御苦労さまでした。 

 

── 了 ── 

   


